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こ
れ
ま
で
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
つ
い
て

の
あ
ら
ま
し
を
み
て
き
ま
し
た
が
、
次
に
、
各
保

険
給
付
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
傷
病
に
関
す
る
保
険
給
付
　

　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
は
、
傷
病
（
負
傷
又
は

疾
病
）
、
障
害
、
要
介
護
状
態
、
死
亡
に
対
し
て

給
付
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
、
傷
病
に
対
し
て

は
、
医
療
等
の
給
付
で
あ
る
療
養
補
償
給
付
（
業

務
災
害
）
・
療
養
給
付
（
通
勤
災
害
）
、
休
業
に

対
す
る
生
活
補
償
で
あ
る
休
業
補
償
給
付
（
業
務

災
害
）
・
休
業
給
付
（
通
勤
災
害
）
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

※
通
勤
災
害
の
場
合
は
事
業
主
に
補
償
責
任
が
な
い

た
め
「
補
償
」
と
い
う
表
現
は
用
い
ま
せ
ん
。

※
長
期
療
養
者
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
休
業
補
償
給

付
（
休
業
給
付
）
に
代
え
て
長
期
傷
病
補
償
給
付

（
長
期
傷
病
給
付
）
を
支
給
し
て
い
ま
し
た
が
、

昭
和
５
２
年
の
法
改
正
で
傷
病
補
償
年
金
（
傷
病

年
金
）
に
改
定
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
こ
の
う
ち
の
療
養
（
補
償
）
給
付
に

つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
　

① 
療
養
（
補
償
）
給
付

●
給
付
の
種
類

　
療
養
（
補
償
）
給
付
は
、
原
則
と
し
て
現
物
給

付
（
治
療
行
為
そ
の
も
の
）
で
、
こ
れ
を
「
療
養

の
給
付
」
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
例
外
的
に
現
金

給
付
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
療
養

の
費
用
の
支
給
」
と
い
い
ま
す
。
「
療
養
の
費
用

の
支
給
」
が
行
わ
れ
る
の
は
、
次
の
２
つ
の
場
合

で
す
。

（
１
）
療
養
の
給
付
が
困
難
な
場
合

　
そ
の
地
域
に
労
災
指
定
病
院
等
が
な
い
場
合
や
、
特

殊
な
医
療
技
術
又
は
診
療
施
設
を
必
要
と
す
る
傷
病
の

場
合
に
最
寄
の
労
災
指
定
病
院
等
に
こ
れ
ら
の
技
術
又

は
施
設
の
設
備
が
な
い
場
合
等
、
政
府
側
の
事
情
に
お

い
て
療
養
の
給
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
「
療

養
の
給
付
」
に
か
え
て
、
「
療
養
の
費
用
の
支
給
」
が

行
わ
れ
ま
す
。

（
２
）
療
養
の
給
付
を
受
け
な
い
こ
と
に

つ
い
て
労
働
者
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合

　
労
働
者
側
に
療
養
の
費
用
に
よ
る
こ
と
を
便
宜
と
す

る
事
情
が
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
傷
病
が
労
災
指
定

病
院
等
以
外
の
病
院
、
診
療
所
等
で
緊
急
な
療
養
を
必

要
と
す
る
場
合
や
最
寄
の
病
院
、
診
療
所
等
が
労
災
指

定
病
院
等
で
な
い
な
ど
の
事
情
が
あ
る
場
合
、
「
療
養

の
費
用
の
支
給
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
「
療
養
の
給
付
」
（
現
物
給
付
）
と
「
療
養
の

費
用
の
支
給
」
（
現
金
給
付
）
の
い
ず
れ
か
を
受

け
る
か
は
、
労
働
者
の
選
択
又
は
希
望
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
上
記
（
１
）
（
２
）
の

基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
請
求
手
続

（
１
） 

療
養
の
給
付
の
請
求

　
「
療
養
補
償
給
付
（
療
養
給
付
）
た
る
療
養
の

給
付
請
求
書
」
に
「
負
傷
又
は
発
病
の
年
月
日
」

及
び
「
災
害
の
原
因
及
び
発
生
状
況
」
に
つ
い
て

事
業
主
の
証
明
を
受
け
た
う
え
で
、
労
災
指
定
病

院
等
を
経
由
し
て
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提

出
し
ま
す
。

（
２
）  

療
養
の
費
用
の
請
求

　
療
養
に
か
か
っ
た
費
用
を
い
っ
た
ん
医
療
機
関

に
支
払
い
、
「
療
養
補
償
給
付
（
療
養
給
付
）
た

る
療
養
の
費
用
請
求
書
」
に
「
負
傷
又
は
発
病
の

年
月
日
」
及
び
「
災
害
の
原
因
及
び
発
生
状
況
」

に
つ
い
て
事
業
主
の
証
明
を
受
け
、
「
傷
病
名
及

び
療
養
の
内
容
」
及
び
「
療
養
に
要
し
た
費
用
の

額
」
に
つ
い
て
診
療
担
当
者
の
証
明
を
受
け
た
う

え
で
、
そ
の
請
求
書
を
直
接
所
轄
労
働
基
準
監
督

署
長
に
提
出
し
ま
す
。

●
一
部
負
担
金

　
療
養
補
償
給
付
を
受
け
る
場
合
（
業
務
災
害
の

場
合
）
は
、
一
部
負
担
金
は
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
が
、

療
養
給
付
を
受
け
る
場
合
（
通
勤
災
害
の
場
合
）

は
、
原
則
と
し
て
一
部
負
担
金
が
徴
収
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
一
部
負
担
金
の
徴
収
は
、
療
養
給
付
を
受

け
る
労
働
者
に
支
給
さ
れ
る
休
業
給
付
か
ら
控
除

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

●
給
付
期
間

　
給
付
期
間
は
療
養
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
か
ら
、

傷
病
が
治
癒
ま
た
は
被
災
労
働
者
が
死
亡
す
る
な

ど
療
養
を
必
要
と
し
な
く
な
る
ま
で
の
期
間
に
な

り
ま
す
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
治
癒
」
と
は
治

療
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
状
態
に
な
る
こ
と
を
指

し
ま
す
の
で
、
平
常
の
健
康
状
態
に
復
帰
す
る
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
症
状
が
残

っ
て
い
る
場
合
で
も
、
症
状
が
固
定
し
、
治
療
の

効
果
が
期
待
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
は

「
治
癒
」
し
た
こ
と
に
な
り
、
以
後
は
障
害
補
償

給
付
（
障
害
給
付
）
な
ど
対
象
に
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
い
っ
た
ん
療
養
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
て

も
、
そ
の
後
再
び
そ
の
傷
病
に
つ
い
て
療
養
を
必

要
と
す
る
に
至
っ
た
場
合
（
再
発
）
は
給
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■「生産調整に関する研究会」が
　皆さんの意見を募集！

　生産調整の今後のあり方を検討している「生

産調整に関する研究会」の第３回生産調整部

会で、高木部会長から今後の検討のタタキ台

となる「米政策の総合的検証と対応方向（メ

モ）」が提示され議論が行われました。同委

員会では、今後の方向性を収束していくため

に、検討の一助となる生産者の皆さんの率直

かつ建設的なご意見を募集しています。下記

宛先までぜひお寄せください。

●送り先

・郵送

　東京都千代田区霞が関1-2-1　食糧庁計
　画課「意見募集」係　〒100-8951 
・電子メール

　keikaku_syokuryo@syokuryo.maff.go.jp
・ファクシミリ

　03-3502-2467
●締切　平成14年６月３日（月）【必着】

◇６月１日　　農業法人合同会社説明会
　　　　　　　（大阪・梅田スカイビル）
◇６月７日　　イベント実行委員会
　　　　　　　（東京・本協会）
◇６月１３日　第１０回役員会・第７回総会
　　　　　　　交流交歓会
　　　　　　　（東京・ダイヤモンドホテル）
◇６月１４日　夏期セミナー分科会
　　　　　　　（東京・ダイヤモンドホテル）
　　　　　　　農業インターンシップ研修会
◇６月１５日　農業法人合同会社説明会
　　　　　　　（東京・ワールドインポート
　　　　　　　　マート）　　

今後のスケジュール
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付
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）
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